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仲間の違反の報告に対する中学生の認識
―報告の決定と報告に対する善悪判断，告げ口の同定，ネガティブな結果の予期の関連―

楯 誠（名古屋経済大学）

キーワード：告げ口，善悪判断，結果予期

問題と目的

本研究は，仲間・友人の違反を教師に報告する

こと（告げ口， ）に対する中学生の認識・

判断を検討するものである。仲間の違反の報告の

決定に当たっては，状況要因とともに個人内の

様々な認識・判断が関与すると推測される。本研

究では や楯（ ）を

踏まえ，仲間の違反の報告に対する善悪判断，報

告によるネガティブな結果の予期（仲間へのネガ

ティブな結果，本人へのネガティブな結果）を取

りあげ，違反の報告の決定との関連性を検討する。

またこれまで直接的に検討をされてこなかった，

仲間の違反の報告を告げ口と見なすか否かの判断

と，報告の決定との関連性を明らかにする。

方 法

調査対象 公立中学校に通う中学 年生 名（平

均年齢 歳，男子 名，女子 名）が調査

に参加した。

課題内容 学校内において仲の良い友人の違反を

目撃した主人公が，その後教師からの問いに対し

て友人の違反を報告する，という仮想場面が課題

として用いられた。調査対象者は，仮想場面にお

ける主人公の報告に関する質問への回答が求めら

れた。友人の違反内容として，「図書室の本を破る」

「廊下のポスターを破る」の つが設定され，調

査対象者は両方の仮想場面課題に回答した。

質問内容 仮想場面課題の質問内容として，以下

のものが設定された。（ ）報告―善悪判断質問 主

人公が友人の違反を教師に告げることに対する善

悪判断について，「とても悪い」から「とても良い」

の 件法で尋ねられた。（ ）報告―同定質問 主

人公の報告を告げ口と思うか否かが尋ねられた。

「「告げ口」だと思わない」から「「告げ口」だと

思う」の 件法で評定が求められた。（ ）仲間へ

の罰質問 主人公の報告によって，違反をした友

人が教師に叱られるか否かの予測が尋ねられた。

（ ）仲間からの否定的評価質問 教師に報告した

ことによって，主人公が友人から嫌われるか否か

の予測が尋ねられた。これら つの質問に関して

は「思わない」から「思う」の 件法で回答が求

められた。（ ）報告―決定質問 「もしあなたが

主人公だったら」，教師に友人の違反を報告するか

否の判断が，「伝えない」から「伝える」の 件法

で尋ねられた。

調査手続き 質問紙による仮想場面実験の手続き

が取られた。クラスごとに教師による質問紙の配

布，説明（匿名性の保証や回答が任意である旨を

含む），回収が行われた。

結 果

各質問の得点として， つの仮想場面における

質問に対する評定値の合計が用いられた。男女差

を見るために，対応のない 検定によって平均値

の比較を行ったところ，いずれの質問においても

％水準での有意差は認められなかった。

各質問間の相関を検討した結果，報告－決定質

問と報告－善悪質問の間に有意な正の相関，報告

－同定質問および仲間からの否定的評価質問の間

に有意な負の相関があった。また，報告－善悪判

断質問と報告－同定質問および仲間からの否定的

評価質問の間にそれぞれ有意な負の相関，報告－

同定質問と仲間からの否定的評価質問の間に有意

な正の相関が認められた。仲間への罰質問は，仲

間からの否定的評価質問と間にのみ有意な正の相

関が見られた（ 。
各質問間の相関係数

考 察

仲間の違反の報告の決定と，報告に対する善悪

判断の間に関連性が認められ，報告への肯定的な

捉え方が報告の決定を促す可能性が示唆された。

また報告の決定に対して，報告を告げ口とみなす

程度や，報告によって友人からネガティブな評価

を受けるかどうかの予測も関連していることが示

された。報告を告げ口とみなす判断，報告によっ

て仲間から嫌われるという予測は，教師への報告

を抑制する可能性が推測された。
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チケット高額転売に関する大学生の道徳的判断

高橋 彩（三重短期大学）

キーワード：大学生，道徳，社会的領域理論

問題と目的

音楽チケットの高額転売は社会問題化している

が，その是非をめぐり，様々な正当化がなされて

いる。本調査は，大学生を対象に，チケット高額

転売に関する道徳的判断や正当化をとらえるため

の，社会的領域理論（首藤 ； ）

に基づいた尺度を作成し，以下の仮説を検討した。

仮説 チケット転売問題を他者の権利や公平性

という道徳領域から判断すれば，法律がなくても

許されないと考え，転売されたチケットを購入し

ようとしないだろう。

仮説 「チケットの売買は個人の自由」と個人

領域から判断すれば，転売チケットを購入する可

能性があるだろう。

方 法

調査対象者 愛知県内の大学生 名。

調査時期 年の授業時間内に質問紙調査。

調査内容 ）チケット転売に対する態度尺度

項目。「 全くそう思わない」から「 非常にそう

思う」の 件法。 ）定価以上で転売されているチ

ケットの購入可能性の有無 ）チケット転売のサ

イトやアプリを，「全く知らない」，「知っているが

見たことがない」，「チケットが転売されている情

報を見たことがある」，「利用したことがある」か

ら複数回答。 ）音楽への熱中度：ライブ参加経験

の有無，ファンクラブ入会の有無， や音楽

購入の有無。 ）知識：「チケット高額転売取引問

題の防止」の共同声明について知っていたか否か

で回答。

結果と考察

チケット転売に対する態度尺度の因子分析 因子

分析（最尤法， 回転）を行い， 因子

項目からなるチケット転売に対する態度尺度を構

成した。第Ⅰ因子は，チケットを買った人は転売

する権利があるという内容で「転売する自由」と

命名した（ 項目α ）。第Ⅱ因子は，用事

で行けなくなった場合のチケット転売はよいこ

と，組織的買い占めや営利目的でないなら許され

るという内容で「高額転売目的以外は容認」と命

名した（ 項目α ）。第Ⅲ因子は，アーティ

ストの権利を守るため，チケット売買の規則を作

る権利はアーティスト側にあるという内容で「ア

ーティストの権利の保護」と命名した（ 項目α

）。第Ⅳ因子は，他の人も売買しているから

自分もしたいという内容で「チケット売買の個人

的願望」と命名した（ 項目α ）。第Ⅴ因子

は，チケットを売らないアーティストが悪いとい

う内容で「アーティストの売り方の問題」と命名

した（ 項目α ）。チケット転売に対する態

度尺度の つの因子の得点が，転売チケットの購

入可能性の有無によって異なるかどうか検討した

（ １）。転売チケットを購入する可能性があ

ると答えた群は，「Ⅰ 転売する自由」（

）と「Ⅱ 高額転売目的以外は容認」

（ ）と「Ⅳ チケット売買

の個人的願望（ ） の得

点が，購入可能性のない群よりも高かった。逆に，

「Ⅲ アーティストの権利の保護」（

）は，購入可能性のない群の方がある

群よりも高い得点であった。

サイトを利用したことがある群において，購入

可能性があると答えた人数が多かった（χ２

）。音楽への熱中度は転売チケッ

トの購入可能性とは関連がなかったが， や

購入群は，「Ⅲ．アーティストの権利の保護」得点

が高く，購入がない群は「Ⅰ 転売する自由」が高

かった。また，共同声明の知識なし群は，あり群

よりも「Ⅰ 転売する自由」と「Ⅳ．チケット売買

の個人的願望」の得点が高かった。

個人領域から判断することは，転売チケットの

購入可能性につながり，道徳領域から判断するこ

とは転売チケットを購入しないことにつながるこ

とが示唆された。
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